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「
消
さ
れ
た
年
金
」
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厚
生
年
金
の
標
準
報
酬
月
額
改
ざ
ん
問
題
に
つ
い
て
�
添
厚
生
労
働
大
臣
は
、
九
月
十
八
日
の
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で

「
（
社
会
保
険
庁
に
よ
る
）
組
織
的
関
与
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
「
非
常
に
疑
わ
し
い
」
と
答
弁
し
、
六
万
九
〇
〇
〇
件
が
改

ざ
ん
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る
旨
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
一
九
八
六
年
以
前
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
さ
れ
て
い
な
い
記
録
は
含
ま

れ
て
お
ら
ず
、
よ
り
多
く
の
事
例
が
あ
る
と
推
計
さ
れ
る
加
入
期
間
の
改
ざ
ん
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。

第
三
者
委
員
会
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
さ
れ
て
い
な
い
記
録
は
全
体
の
四
割
、
ま
た
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委

員
会
の
訂
正
頻
度
で
は
、
加
入
期
間
の
改
ざ
ん
は
、
標
準
報
酬
月
額
改
ざ
ん
の
二
�
八
倍
に
な
る
。

こ
れ
を
機
械
的
に
計
算
す
る
と
、
「
消
さ
れ
た
年
金
」
は
合
わ
せ
て
少
な
く
と
も
四
〇
万
件
に
の
ぼ
る
疑
い
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。
以
下
質
問
す
る
。

一

�
添
厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
年
金
の
標
準
報
酬
月
額
改
ざ
ん
が
組
織
的
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
旨
発
言
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
ま
で
述
べ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
、
実
態
調
査
を
し
な
い
の
か
。
年
金
保
険
料
納
付
の
不
正
免
除
問
題
の
際
に
も
、

社
会
保
険
事
務
所
の
全
職
員
・
Ｏ
Ｂ
へ
の
調
査
を
行
っ
て
、
初
め
て
不
正
免
除
問
題
の
全
国
に
お
け
る
実
態
と
そ
の
手
口
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

一



被
害
者
救
済
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
「
消
さ
れ
た
年
金
」
の
手
口
や
実
態
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
有
効
な
救
済
策
を
実
行
で

き
な
い
。
全
職
員
調
査
を
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
明
ら
か
に
な
ら
ず
、
隠
ぺ
い
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

今
後
「
消
さ
れ
た
年
金
」
に
つ
い
て
全
職
員
・
Ｏ
Ｂ
の
調
査
を
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

二

オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
厚
生
年
金
記
録
一
億
五
〇
〇
〇
万
件
中
、
不
審
な
記
録
と
さ
れ
た
六
万
九
〇
〇
〇
件
は
、
い
つ
オ
ン
ラ

イ
ン
か
ら
抽
出
し
た
の
か
。

三

現
段
階
の
直
近
の
デ
ー
タ
で
改
ざ
ん
さ
れ
た
標
準
報
酬
月
額
の
う
ち
、
訂
正
を
行
っ
て
い
る
（
取
得
時
、
報
酬
訂
正
は
除

く
）
件
数
は
何
件
か
。

四

六
か
月
以
上
遡
っ
て
標
準
報
酬
月
額
が
改
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
抽
出
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
六
か
月
以
上
に
限
定
し
た
の

か
。

五

東
京
都
は
三
か
月
滞
納
す
れ
ば
社
会
保
険
事
務
所
に
お
い
て
職
権
全
喪
を
行
っ
て
い
る
。
（
全
国
都
道
府
県
ご
と
に
）
三

か
月
以
上
遡
っ
て
標
準
報
酬
月
額
が
改
定
さ
れ
て
い
る
件
数
は
何
件
か
。
全
国
都
道
府
県
ご
と
の
同
件
数
に
つ
い
て
見
解
を

述
べ
ら
れ
た
い
。

六

標
準
報
酬
月
額
改
ざ
ん
に
関
す
る
今
回
の
調
査
で
は
、
標
準
報
酬
月
額
が
五
等
級
以
上
引
き
下
げ
ら
れ
た
も
の
を
対
象
と

二



し
て
い
る
。
な
ぜ
五
等
級
以
上
の
引
き
下
げ
を
調
査
対
象
に
し
た
の
か
。

七

オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
管
理
し
て
い
る
厚
生
年
金
届
出
事
業
所
の
う
ち
、
今
年
八
月
末
日
現
在
の
滞
納
事
業
所
件
数
は
何
件

か
。

八

標
準
報
酬
月
額
改
ざ
ん
に
関
す
る
今
回
の
調
査
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
厚
生
年
金
記
録
を
対
象
に
行
っ
て
い
る
が
、
紙

台
帳
分
の
厚
生
年
金
記
録
に
つ
い
て
は
、
い
つ
調
査
を
実
施
す
る
の
か
。

九

一
九
八
六
年
以
降
の
標
準
報
酬
月
額
の
引
き
下
げ
訂
正
の
年
度
別
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
同
件
数
の
推
移
に
つ
い

て
見
解
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

十

厚
生
年
金
届
出
事
業
所
の
昨
年
度
末
ま
で
の
年
度
別
全
喪
件
数
は
何
件
か
。
そ
の
推
移
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
ら
れ
た

い
。

十
一

厚
生
労
働
省
は
九
月
九
日
、
厚
生
年
金
の
標
準
報
酬
月
額
に
つ
い
て
抽
出
作
業
に
取
り
掛
か
っ
て
い
な
い
旨
発
言
し
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
月
十
八
日
に
な
っ
て
六
万
九
〇
〇
〇
件
と
い
う
改
ざ
ん
の
疑
い
が
あ
る
件
数
を
発
表
で
き
た
の

は
な
ぜ
か
。

十
二

今
後
、
こ
の
六
万
九
〇
〇
〇
件
を
ど
の
よ
う
に
分
析
・
解
明
す
る
の
か
。

三



十
三

九
の
分
析
・
解
明
は
、
だ
れ
が
、
い
つ
か
ら
進
め
る
の
か
。

十
四

今
の
社
会
保
険
庁
（
各
社
会
保
険
事
務
局
お
よ
び
各
社
会
保
険
事
務
所
）
の
体
制
で
、
九
の
分
析
・
解
明
は
で
き
る
と

考
え
て
い
る
か
。

十
五

な
ぜ
今
に
な
っ
て
滞
納
処
分
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
た
の
か
。

十
六

全
国
の
社
会
保
険
庁
（
全
社
会
保
険
事
務
局
お
よ
び
全
社
会
保
険
事
務
所
）
職
員
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
は
実
施
す

る
の
か
。
実
施
す
る
場
合
、
そ
の
調
査
は
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。

十
七

滋
賀
県
で
は
、
社
会
保
険
庁
職
員
に
対
し
て
二
回
目
の
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
な
ぜ
滋
賀
県
で
は
、
二
回
調
査
し
た

の
か
。
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
た
の
か
。

十
八

厚
生
年
金
受
給
者
・
加
入
者
へ
の
標
準
報
酬
月
額
の
通
知
は
、
来
年
か
ら
行
う
と
の
こ
と
だ
が
、
遅
い
の
で
は
な
い

か
。

十
九

厚
生
年
金
の
標
準
報
酬
月
額
改
ざ
ん
問
題
に
つ
い
て
十
八
日
の
�
添
厚
生
労
働
大
臣
の
「
（
社
会
保
険
庁
に
よ
る
）
組

織
的
関
与
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
「
非
常
に
疑
わ
し
い
」
と
答
弁
し
、
六
万
九
〇
〇
〇
件
が
改
ざ
ん
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る
旨

の
発
言
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
く
発
言
で
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
い
い
の
か
。

四



二
十

六
万
九
〇
〇
〇
件
に
「
消
さ
れ
た
年
金
」
、
す
な
わ
ち
標
準
報
酬
月
額
改
ざ
ん
の
疑
い
が
あ
る
旨
、
�
添
厚
生
労
働
大

臣
は
答
弁
し
た
。
し
か
し
、
標
準
報
酬
月
額
改
ざ
ん
よ
り
三
倍
近
く
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
で
事
例
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
、
「
消
さ
れ
た
年
金
」
の
本
丸
と
も
言
え
る
「
加
入
期
間
の
改
ざ
ん
」
に
つ
い
て
は
、
全
く
推
計
を
し
て
お
ら

ず
、
被
害
者
へ
の
通
知
も
全
く
計
画
さ
れ
て
い
な
い
。

加
入
期
間
の
改
ざ
ん
に
つ
い
て
も
、
疑
い
が
あ
る
の
は
何
件
な
の
か
、
調
査
・
推
計
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
を
述
べ

ら
れ
た
い
。

二
十
一

旧
法
の
年
金
制
度
で
は
、
厚
生
年
金
・
国
民
年
金
の
期
間
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
年
未
満
（
十
二
か
月
未
満
）
の
加
入
期

間
で
あ
れ
ば
給
付
に
反
映
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
年
金
記
録
の
保
有
者
が
分
か
っ
て
い
て
も
ど
う
す
る
こ

と
も
で
き
ず
、
宙
に
浮
い
て
い
る
記
録
が
か
な
り
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
厚
生
年
金
・
国
民
年
金
の
加
入
期
間
が
、
そ
れ
ぞ
れ

一
年
未
満
の
件
数
は
そ
れ
ぞ
れ
何
件
あ
る
の
か
。

二
十
二

厚
生
年
金
基
金
解
散
に
伴
う
代
行
返
上
で
、
社
会
保
険
庁
と
厚
生
年
金
基
金
の
年
金
記
録
の
不
一
致
が
多
数
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
基
金
ご
と
に
何
件
、
不
一
致
が
あ
る
の
か
、
直
近
の
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
そ
う
し
た
不
一
致
は
な
ぜ
生
じ
た
の
か
。
各
厚
生
年
金
基
金
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
が
あ
れ
ば
、
そ
の
主
な
理

五



由
も
述
べ
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


